
２０２４年度扶養者資格確認調査の対象事業所は以下の事業所と
なります。

・リック株式会社
・滋賀東リ株式会社
・北海道東リ株式会社
・株式会社トルハート
・東リインテリアサービス株式会社
・株式会社東リインテリア企画
・株式会社テクノカメイ
・岐阜東リ株式会社

※2023年度より、2年に1回の実施となっています。

2024年度扶養者資格確認調査の提出書類について



確認対象者に応じて各ページをご確認ください。

◆ 被扶養者が『配偶者』 ・・・ Ｐ.１

◆ 被扶養者が『学生である子』 ・・・ Ｐ.２

◆ 被扶養者が『学生ではない子』 ・・・ Ｐ.３

◆ 被扶養者が『配偶者・子以外』 ・・・ Ｐ.４

2024年度扶養者資格確認調査の提出書類について

提出期限 2024年8月23日（金）

＊ 必要に応じて各ページに記載している書類のほかに追加書類のご提出をお願いする場合があります。

➢ 課税（非課税）証明書
・2023年の総収入が記載され、「＊」表示ではないものをご提出ください。
・代替書類として市民税・県民税決定通知書のコピーは可、源泉徴収票は不可とします。

➢ 学生証のコピー
・有効期限、または、年度表記がなければ不可となりますので在学証明書をご提出ください。

➢ 生計維持申出書
・19歳以上の学生以外の方については、一般的に自立した生活をおくることができると考えられ
・ますので、現在の生活状況に関する詳細を確認させていただきます。
・障害や疾病により労務不能である場合は、障害者手帳などのコピーを提出していただくことで
・生計維持申出書の提出は省略可能です。

➢ 就業条件証明書
・お勤め先へ記入を依頼してください。

➢ 年金額改定通知・失業給付受給資格者証・支給決定通知書
・健康保険では非課税収入も収入に含みます。

各種提出書類
注意事項



1．被扶養者が『配偶者』

①健康保険「被扶養者」状況確認票 ②家族状況届 ③課税（非課税）証明書
④個人別必要書類

提出書類

個人別必要書類

＊ 該当する全ての項目の必要書類を提出してください ＊

2

別居である

2023年1月以降に働き始め、
(昨年度無収入含)現在も働いて
いる

年金を受給している

事業所得がある

⑤公的給付を受給している

（失業給付、・出産手当金、傷病手当金 等）

（会社の認める単身赴任を除く）

check1

check2

check4

check5

check3

該当する

該当する

該当する

該当する

該当する

・送金証明（直近3ヶ月分、コピー可）必要書類
＊ 送金者・受取人・送金額・送金日付が確認できるもの

（不動産所得、配当所得等も含む）

失業給付の方
・失業給付受給資格者証（両面、コピー可）

その他給付の方
・支給決定通知書（コピー可）

必要書類

・給与明細（直近3ヶ月分、コピー可 ）
・雇用契約書（コピー可）、または、就業条件証明書

必要書類

・年金額改定通知（コピー可）
＊ 老齢（厚生）年金、障害（厚生）年金、遺族年金、寡婦年金 等

必要書類

・確定申告書B第一表・第二表（コピー可）
・収支内訳書、または、所得税青色申告決算書（コピー可）
・事業内容確認書

必要書類



2．被扶養者が『学生である子』

提出書類

3

①健康保険「被扶養者」状況確認票 ②家族状況届 ③在学証明書、または、学生証のコピー



3．被扶養者が『学生ではない子』

個人別必要書類

＊ 該当する全ての項目の必要書類を提出してください ＊

4

別居である

2023年1月以降に働き始め、
(昨年度無収入含)現在も働いて
いる

年金を受給している

事業所得がある

⑤公的給付を受給している

（失業給付、・出産手当金、傷病手当金 等）

（会社の認める単身赴任を除く）

check1

check2

check4

check5

check3

該当する

該当する

該当する

該当する

該当する

・送金証明（直近3ヶ月分、コピー可）必要書類
＊ 送金者・受取人・送金額・送金日付が確認できるもの

（不動産所得、配当所得等も含む）

失業給付の方
・失業給付受給資格者証（両面、コピー可）

その他給付の方
・支給決定通知書（コピー可）

必要書類

・給与明細（直近3ヶ月分、コピー可 ）
・雇用契約書（コピー可）、または、就業条件証明書

必要書類

・年金額改定通知（コピー可）
＊ 老齢（厚生）年金、障害（厚生）年金、遺族年金、寡婦年金 等

必要書類

・確定申告書B第一表・第二表（コピー可）
・収支内訳書、または、所得税青色申告決算書（コピー可）
・事業内容確認書

必要書類

提出書類 ①健康保険「被扶養者」状況確認票 ②家族状況届 ③課税（非課税）証明書
④生計維持申出書 ⑤個人別必要書類



4．被扶養者が『配偶者・子以外』

個人別必要書類

＊ 該当する全ての項目の必要書類を提出してください ＊

提出書類 ①健康保険「被扶養者」調査票 ②家族状況届 ③課税（非課税）証明書
④生計維持申出書 ⑤世帯全員の住民票 ⑥個人別必要書類

5

別居である

2023年1月以降に働き始め、
(昨年度無収入含) 現在も働いて
いる

年金を受給している

事業所得がある

⑤公的給付を受給している

（失業給付、・出産手当金、傷病手当金 等）

（会社の認める単身赴任を除く）

check1

check2

check4

check5

check3

該当する

該当する

該当する

該当する

該当する

・送金証明（直近3ヶ月分、コピー可）必要書類
＊ 送金者・受取人・送金額・送金日付が確認できるもの

（不動産所得、配当所得等も含む）

失業給付の方
・失業給付受給資格者証（両面、コピー可）

その他給付の方
・支給決定通知書（コピー可）

必要書類

・給与明細（直近3ヶ月分、コピー可 ）
・雇用契約書（コピー可）、または、就業条件証明書

必要書類

・年金額改定通知（コピー可）
＊ 老齢（厚生）年金、障害（厚生）年金、遺族年金、寡婦年金 等

必要書類

・確定申告書B第一表・第二表（コピー可）
・収支内訳書、または、所得税青色申告決算書（コピー可）
・事業内容確認書

必要書類

被扶養者には配偶者がいる

check6

該当する

・被扶養者の配偶者の課税（非課税）証明書必要書類


